
２ 病害虫防除基準の利用

病害虫防除基準は、本県主要農作物を対象にし、病害虫等の効果的な防除方法を示している。

この基準に採用している農薬及び記載内容の表現等については、以下の事項を参照する。ま

た、農薬の安全使用を徹底するためには、「Ⅲ農薬適正使用」の項に記載している事項を遵守

する。

なお、農薬を使用する際は必ず、農薬のラベルに記載された内容に従う。

１ 防除基準利用上の注意

(1) この基準は耕種的、生物的防除方法や農薬による防除方法、病害虫発生予察方法につい

て記載しているので、これらを参考に、化学農薬のみに依存することなく、総合的な防除

を心掛ける。

(2) 各病害虫・雑草等に対する薬剤の使用は、単独防除を実施することを前提としている。

(3) 時期及び剤の使用回数の欄には、収穫までに要する日数等の使用時期、及びその剤の

使用回数を示している。

(4) 農薬の使用回数は、当該農作物のは種から収穫に至るまでの間（果樹はその直前の収

穫から当該農産物収穫に至るまでの間、茶にあっては「農薬の適正使用にかかわる茶園に

おける摘採作業と同様とみなす作業の判断」の項を参照）に使用できる該当薬剤の使用回

数である。なお、同一成分を含む剤を複数回使用する場合は、成分ごとの総使用回数にも

注意する。また、花は１作期の使用回数を示している。

(5) 薬剤の選定に当たっては、同一系統薬剤の連用による病害虫の耐性、抵抗性の発達を防

ぐため、農薬のRACコード（作用機構分類コード）を参考にする。

(6) この基準に掲載した病害虫名は、農薬登録時に使用された名称で統一してある。

(7) この基準に掲載した作物名の詳細については、「農薬登録における適用作物名につい

て」の項を参照する。

(8) この基準に掲載した農薬は原則として令和７年９月30日時点で登録のある薬剤を対象

としている。したがって、実際の使用前には必ずラベルの記載内容を確認する。なお、農

薬登録内容の変更等があった場合には、変更後の内容に従うものとする。最新の農薬登録

内容は農林水産省の農薬登録情報提供システム（https://pesticide.maff.go.jp/）で確認

できる。

(9) 高濃度少量散布は、無人航空機などで実施される使用方法で、適用のある農薬しか使用

できない。

(10) この基準にない病害虫等が異常発生し、防除指導が必要になったときには、農林事務

所、病害虫防除所、農林技術研究所等に相談する。

２ 農薬の記載方法

(1) 個別の農薬情報にRACコード（作用機構分類コード）を掲載している。

農薬の作用性による系統分類については、世界農薬工業連盟(CLI：Crop Life Intern

ational)が組織する殺虫剤抵抗性対策委員会(IRAC：Insecticide Resistance Action C

ommittee)、殺菌剤耐性菌対策委員会(FRAC：Fungicide Resistance Action Committee)

ならびに除草剤抵抗性対策委員会 (HRAC：Herbicide Resistance Action Committee)が

取りまとめた殺虫剤、殺菌剤、除草剤の分類表を翻訳したものがクロップライフジャパン

のホームページ上で公開されている（ https://www.croplifejapan.org/activity/me

chanism.html）。



３ 掲載例

４ 記載した農薬の範囲

(1) 当該作物に登録のある農薬、及び上位作物群の登録薬剤を掲載している。

(2) 特定毒物、水質汚濁性農薬（指定農薬）及び毒物については、安全性を確保するために

掲載していない。

(3) 水産動植物に強い影響を及ぼす恐れがある農薬は、水稲では原則として掲載していない。

ただし、従来から使用しているもので適当な代替農薬がないもの及び需給状況から直ち

にほかの農薬に切り替えが困難なものについては、暫定的に掲載した。

(4) 各作物の項に掲載された単一成分の剤と同成分を含む複数成分を混合した製剤（殺虫剤、

殺菌剤、殺虫・殺菌剤）は、原則として掲載していない。ただし、混合することにより特

別のメリットがあるもの（耐性菌・抵抗性対策、効果の増強等）、単剤での掲載がないも

の（流通している薬剤又はそれに含まれる有効成分が混合剤にしかないもの等）及び特に

指導上記載する必要があると認められるもの等については掲載した。

特に水稲については、既に混合剤の使用が一般的になっていること、混合剤を使用する

ことにより効率的な防除が可能となること、及び環境に対する負荷が軽減されることか

ら、混合剤である種子消毒剤・箱施用剤を掲載している。

(5) 特に記載のある場合を除いて、記載された薬剤名には“家庭園芸用”の薬剤を含まない。

<ﾄﾏﾄ> うどんこ病

1.カリグリーンは治療効果にすぐれるが残効性が短いので、発病初期に１週間に２～３回集中散布する。

2.野菜類のうどんこ病の項も参照する。

3.パルミノに機能性展着剤を加用すると、薬害を引き起こす恐れがあるので、加用を避ける。また、ボルドー液等

アルカリ性薬剤と混合すると分解が促進されるので、混用を避ける。

商品名 RAC コード 時期 回数 使用方法

アフェットフロアブル F：7(C2) 収穫前日まで 3回以内 散布

エコピタ液剤 収穫前日まで - 散布

カリグリーン F：NC 収穫前日まで - 散布

クロスアウトフロアブル F：50(B6) 収穫前日まで 2回以内 散布

サンクリスタル乳剤 収穫前日まで - 散布

サンヨール F：M01(M) 収穫前日まで 4回以内 散布

パルミノ I：UN／F：M10(M) 収穫前日まで 5回以内 散布

パンチョＴＦ顆粒水和剤 F：3(G1) ・ F：U06(U) 収穫前日まで 2回以内 散布

ベルクートフロアブル F：M07(M) 収穫前日まで 3回以内 散布

園芸ボルドー I：UN／F：M02(M) ・ F：

M01(M)

- - 散布

アカリタッチ乳剤 ※1 収穫前日まで - 散布

クリーンカップ ※1 F：M01(M) ・ F：

BM02(BM)

収穫前日まで - 散布

ハーモメイト水溶剤 ※1 F：NC 収穫前日まで - 散布

フーモン ※1 収穫前日まで - 散布

粘着くん液剤 ※1 収穫前日まで - 散布

インプレッションクリア

※1

F：BM02(BM) 発病前～発病初期 - 散布

ボタニガードＥＳ ※1 I：UNF 発病前～発病初期 - 散布

ボトキラー水和剤 ※1 F：BM02(BM) 発病前～発病初期 - 散布

※1 上位作物群「野菜類」の登録薬剤

作物及び、

病害虫・雑草名

上位作物群から引用している農薬

には※印をつけ、注釈に引用した

作物群名称を記載。

防除上の注意事項を掲載

RAC コード（作用機構分類コード）を掲載。

F: FRAC コード, I: IRAC コード, H: HRAC コードを示す。

・は、複数の成分を含むことを示す。

／は、１成分が２つの RACコードを有していることを示す。
また、－、あるいは未記載は、RACコードがないことを示す。



５ その他

本基準の内容に重要な訂正・修正事項が生じた場合には静岡県病害虫防除所HPに掲載する。


